
議案第１９号

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和３年３月２日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例（令和２年渋川市条例第５０号）の一部を次のように改正する。

別表第１の改正規定を次のように改める。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

月額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 一般事務等職員 １ １７７，０００

２ １７８，３００

３ １７９，７００

４ １８１，１００

５ １８２，４００

６ １８３，７００

７ １８５，１００

２ 消費生活センター相談 １ １７８，６００

員その他の職員で規則に ２ １７９，９００

定めるもの ３ １８１，４００

４ １８２，７００

５ １８４，１００

６ １８５，４００

７ １８６，７００

３ 公民館長その他の職員 １ １９２，８００



で規則に定めるもの ２ １９４，２００

３ １９５，８００

４ １９７，２００

５ １９８，７００

６ ２００，１００

７ ２０１，６００

４ 保育士（担任）、幼稚 １ ２０１，５００

園教諭（担任） ２ ２０３，０００

３ ２０４，６００

４ ２０６，１００

５ ２０７，７００

６ ２０９，２００

７ ２１０，７００

５ 生活相談員 １ ２１４，３００

２ ２１５，９００

３ ２１７，６００

４ ２１９，２００

５ ２２０，９００

６ ２２２，５００

７ ２２４，１００

６ 気象防災アドバイザー １ ２２６，０００

、防災専門員 ２ ２２７，７００

３ ２２９，５００

４ ２３１，２００

５ ２３２，９００

６ ２３４，６００

７ ２３６，３００

７ 幼稚園長、幼稚園型認 １ ２６２，４００

定こども園長 ２ ２６４，３００

３ ２６６，５００



４ ２６８，５００

５ ２７０，４００

６ ２７２，４００

７ ２７４，４００

８ ＩＣＴ教育アドバイザ １ ３２１，６００

ー ２ ３２４，０００

３ ３２６，６００

４ ３２９，０００

５ ３３１，５００

６ ３３３，９００

７ ３３６，３００

９ 北橘歴史資料館長 １ １０７，２００

２ １０８，０００

３ １０８，８００

４ １０９，６００

５ １１０，５００

６ １１１，３００

７ １１２，１００

１０ 社会教育指導員 １ １２９，２００

２ １３０，１００

３ １３１，２００

４ １３２，２００

５ １３３，１００

６ １３４，１００

７ １３５，１００

１１ 教育研究所所長 １ １５４，２００

２ １５５，３００

３ １５６，６００

４ １５７，７００

５ １５８，９００



６ １６０，１００

７ １６１，２００

１２ 青少年センター指導 １ １５０，３００

員 ２ １５１，４００

３ １５２，６００

４ １５３，７００

５ １５４，９００

６ １５６，０００

７ １５７，１００

１３ 家庭児童相談員 １ １７３，５００

２ １７４，８００

３ １７６，２００

４ １７７，５００

５ １７８，８００

６ １８０，１００

７ １８１，４００

備考 第１項から第８項までの職員のうち、一般職非常勤職員の勤務時

間条例第３条第１項の規定により定められた勤務日が５日未満の場合

は、勤務日を５日で除して得た数を乗じて得た額とすることができる

。この場合において、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て

るものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

防災力の向上及びＩＣＴ教育の推進を図ることを目的に、会計年度任用職

員の職に新たな職を設置するため、所要の改正をしようとするものである。



渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（案）新旧
対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表第１を次のように改める。 別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

月額報酬表 月額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円） 適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 一般事務等職員 １ １７７，０００ １ 一般事務等職員 １ １７７，０００

２ １７８，３００ ２ １７８，３００

３ １７９，７００ ３ １７９，７００

４ １８１，１００ ４ １８１，１００

５ １８２，４００ ５ １８２，４００

６ １８３，７００ ６ １８３，７００

７ １８５，１００ ７ １８５，１００

（略） （略）

６ 気象防災アドバイザー １ ２２６，０００ ６ 防災専門員 １ ２２６，０００

、防災専門員 ２ ２２７，７００ ２ ２２７，７００

３ ２２９，５００ ３ ２２９，５００

４ ２３１，２００ ４ ２３１，２００

５ ２３２，９００ ５ ２３２，９００

６ ２３４，６００ ６ ２３４，６００

７ ２３６，３００ ７ ２３６，３００

（略） （略）

８ ＩＣＴ教育アドバイザ １ ３２１，６００ ８ 北橘歴史資料館長 １ １０７，２００

ー ２ ３２４，０００ ２ １０８，０００

３ ３２６，６００ ３ １０８，８００

４ ３２９，０００ ４ １０９，６００

５ ３３１，５００ ５ １１０，５００

６ ３３３，９００ ６ １１１，３００
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７ ３３６，３００ ７ １１２，１００

９ 北橘歴史資料館長 １ １０７，２００ ９ 社会教育指導員 １ １２９，２００

２ １０８，０００ ２ １３０，１００

３ １０８，８００ ３ １３１，２００

４ １０９，６００ ４ １３２，２００

５ １１０，５００ ５ １３３，１００

６ １１１，３００ ６ １３４，１００

７ １１２，１００ ７ １３５，１００

１０ 社会教育指導員 １ １２９，２００ １０ 教育研究所所長 １ １５４，２００

２ １３０，１００ ２ １５５，３００

３ １３１，２００ ３ １５６，６００

４ １３２，２００ ４ １５７，７００

５ １３３，１００ ５ １５８，９００

６ １３４，１００ ６ １６０，１００

７ １３５，１００ ７ １６１，２００

１１ 教育研究所所長 １ １５４，２００ １１ 青少年センター指導 １ １５０，３００

２ １５５，３００ 員 ２ １５１，４００

３ １５６，６００ ３ １５２，６００

４ １５７，７００ ４ １５３，７００

５ １５８，９００ ５ １５４，９００

６ １６０，１００ ６ １５６，０００

７ １６１，２００ ７ １５７，１００

１２ 青少年センター指導 １ １５０，３００ １２ 家庭児童相談員 １ １７３，５００

員 ２ １５１，４００ ２ １７４，８００

３ １５２，６００ ３ １７６，２００

４ １５３，７００ ４ １７７，５００

５ １５４，９００ ５ １７８，８００

６ １５６，０００ ６ １８０，１００

７ １５７，１００ ７ １８１，４００

１３ 家庭児童相談員 １ １７３，５００

２ １７４，８００ 備考 第１項から第７項までの職員のうち、一般職非常勤職員の勤務時間

３ １７６，２００ 条例第３条第１項の規定により定められた勤務日が５日未満の場合は、

４ １７７，５００ 勤務日を５日で除して得た数を乗じて得た額とすることができる。この

５ １７８，８００ 場合において、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものと

６ １８０，１００ する。

７ １８１，４００
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備考 第１項から第８項までの職員のうち、一般職非常勤職員の勤務時間

条例第３条第１項の規定により定められた勤務日が５日未満の場合は、

勤務日を５日で除して得た数を乗じて得た額とすることができる。この

場合において、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものと

する。


